
11月は児童虐待防止推進月間です 

 

～児童虐待の早期発見へのご協力を～ 

 ★児童虐待とは・・・ 

 ・身体的虐待・性的虐待・怠慢または拒否（ネグレクト）・心理的虐待 

以上の４つの行為をいいます。 

虐待を家庭内の問題ととらえるのではなく、社会全体の問題としてひ

とりひとりが真剣に取り組んでいくことが必要です。 

11月 12日～25日「女性に対する暴力をなくす運動」期間 

 

配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引やセクシャル

ハラスメント等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決し

て許されない行為です。 

箇所の要約を入力してください。テキスト ボックスは文書のどの位置にも配置できます。

抜粋用テキスト ボックスの書式を変更するには、[描画ツール] タブを使用します。] 

 

 

 

平成２９年１１月号 

警察への相談は♯９１１０ 緊急の場合は110へ連絡を！ 

 
 

 
 

ひとりで悩まずまずは相談を！ 
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